
道州制基本法の検討事項（堺屋提案補足） 

 

2008（平成 20）年 12 月 1 日 

金子 仁洋 

 

 堺屋提案による「道州制基本法（仮称）」（2009《平成 21》年通常国会に、

政府提案として上程）及び、2018（平成 30）年に「道州制法（仮称）」を予

定する案に賛成し、前者の内容及び、その前後の推進事項に関する要討議事

項を提示する。 

 

Ⅰ 基本概念 

目標は、地域主権型道州制、以下堺屋案に次の一項を追加する。 

 

（２） 道州は、国の役割が、限定されることにより、新たに必要となる内

政の主体であって、都道府県の合併によってできるものとしない。都道府県

は、「道州制法（2018《平成 30》年成立予定）」が制定される際に、都道府

県民の意向によってその帰趨が決められることとする。 

 

Ⅱ 予定される工程 

 

１ 2012（平成 24）年には、「内政基本法（仮称）」を制定し、国と地方の

役割分担（国、道州《2018 年成立予定》及び基礎自治体、三主体の役割分担）

を法定し、順次、権、人、財の再配置の試行に入ることとする。 

 

２ 国は、2012（平成 24）年までは、次の工程により推進をはかる。 

 

① 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律（平成 18 法 116）

（以下「道州制特区推進法」という。）を改正し、できる地域から動き始め

る。改正点は、 

ア 沖縄県を、北海道と同等にすること。 

イ 九州その他、先行意欲のある地域が、都道府県の合併によることなく、

地域協議会等、関係地域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機

能及び経済活動、社会活動その他の活動に利用される資源を有効かつ適切に

組み合わせて一体的に活用を可能にする連合組織により、特定広域団体の指

定を受けられるようにすること。 

② 地方分権改革推進委員会による出先機関の整理統合とそれに伴う国の役

割の精査が、2008（平成 20）年中に完結しない場合は、道州制基本法の制定
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事項とする。 

③ 以上の推進母体として、国の「道州制特別区域推進本部」を拡大強化し、

2011（平成 23）年までに、それ以降の推進試行主体三者（基礎自治体、特定

広域団体、地方分権改革推進委員会が進める「府省を超えた総合的な出先機

関」の三者）の実現をはかる。 

④基礎自治体の参加を促進するため、基礎自治体強化に関する要求・提言を、

特定広域団体並みに整備する。 

 

３ 都道府県及び基礎自治体の推進事項 

 

① 基礎自治体が、可能な限り都道府県から権・人・財を引き取る体制を整

備するよう必要な支援策をとること、 

② 都道府県は、基礎自治体のものとされる権限、人材、財源を区分けし、

移行する計画を立て、実行すること。都府県は、さらに、特定広域団体の創

設に向けて都府県内体制の整備を進めること。地方支分部局からの移譲を受

ける受け皿を整備すること。 

 

Ⅲ 工程消化にあったって基本的に留意すべきこと 

 

１ 目指す新制度は、独裁権力をもってしても 20 年余の歳月を要した旧制度

を改め、国、道州、基礎自治体の三者が、対等・平等の主体として内政を遂

行する、高度に民主的な成熟した統治を実現するものであるから、その実現

工程においても、相互に、柔軟に協調しつつ基本方針を固め、その推進実施

にあったっては、自主的に工夫し、協調し、解決し、実行しつつ、共通のゴ

－ルに到達するようはからわなければならない。 

２ 道州制に関するなお不明な事項は、2012（平成 24）年の内政基本法によ

ることとし、2009（平成 21）年の道州制基本法には、もらない。 
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道州制を見据えた出先機関改革

金子仁洋
(かねこ じんよう〉

評論家(統 治構造論)・内閣府道州制ビジョン懇談会委員

都道府県は出先機関による広域事務 ・権限を引き受けなければ

「広域地方政府」を名乗る資格はない。

国と地方の役割分担を見直 し、「出先機関」を整理する意義を、

道州制への道を見据えながら論じる。

地方分権改革推進委員会(以 下 「改革推進

委」 と略称する)の 「中間報告」は 「国の出

先機関の見直し」を進めることにして、その

目標 に、「地方が主役の国づ くり(基 本的な

考え方)」 を掲げ、「自治行政権のみならず自

治財政権、自治立法権を有する完全 自治体」

としての 「地方政府」の確立を目指 しつつ、

国と地方の役割分担 を徹底 して見直す取組

み」を展開すると言っている。

ここに 「地方政府」の概念が出てきた。改

革推進委は、現在及び未来の市町村を 「基礎

地方政府」と呼び、現在の都道府県を 「広域

地方政府」 と呼んでそ の両者で 「地方政府」

を構成す るとす るが、一般 にはわか りに くい。

なぜ な ら、 目標 としての 「地方政府」 は、未

来 を含む概念のはずで あるの に、その部分で

ある 「広域地方政府」 を現在の都 道府県 にす

るか らであ る。 国 と地方の役割分担 を 「徹底

して見直す」 ことは、 中央政府 とその地方 出

先 機 関の事 務 ・権 限 を洗 い上 げ て 「地 方政

府」 との問の分担 を見直す ことに外 な らない。

国の内政 に関す る事務 ・権限 は、都道府県 と

市 町村が分任 している ところ を除けば、 その

ほ とんどが、全 国ない しはブ ロックを単位 と

す る広域 事務 ・権 限で あ り、戦後 、法改正 ま

で して、広域 を理 由に都道府県か ら国に引 き

上 げてい った事務 ・権 限がその最前線 にある。

出先機関の改革 と道州制(金子)■25
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これ らを引 き込 まない現行都道府県 に未来 を

含 む 「広域地方政府」 を名乗 る資格 はない。

改革推 進委 は、別 の ところで、「地方分権 改

革は、国の新 たなガバナ ンスの姿、 さ らには

将来の道州制のあ り方 にも結び付 く重要 な課

題であ る」 とい うこ とも指摘 している。

この ように問題 が錯雑 になるの は、北海道

は ともか く、都府 県が道州制への道を、 どの

ように選択 し、 どの ように歩 むか歩 まないか、

はっ きりしないか らである。

すで に基礎地方政府は、後戻 りで きないほ

どに動 い てい る。 国は 国で、20世 紀 の終 わ

り頃か ら地方分権 を国是 にして動 き出 してい

る。都府県 は どうだ ろう。動 き出 している と

ころもあるが、未 だ 目立 っていない。

都府 県の歩 むべ き道筋 は、大 きく二つ にわ

かれ る。第一 は、道州 をつ くるとき、現行都

道府県 とは別 に、新 たな制度 を立ち上 げる道

があ り、国が、 これを選択 して基本法 をつ く

り、理想 とす る案 を、全国一斉に実施 して都

府県 を廃止 して しまうまで、首 をのべ て現行

に浸 ってい る道がそれである。

第二 の道 は、現行 制度を維持 しつつ、で き

る地方か らその地域 に住 む主権者国民 と共 に

漸 次改革 を進 めて道州制に近づ く道であ る。

国は、すで に、 この後者 の道 を提起 し、そ

のための装置 として、小泉 ・安倍両内閣 によ

り、「道 州制特 別区域 における広域行政 の推

進 に関する法律(以 下 「道州制特 区推進法」

と略称す る)」 が創 られてい る。 この ような

経路 を見る とき、改革:推進委が選んだ国 と地

方政府 の役割 を徹底 して見直す作業 の始め に

出先機関 を選 ぶ というこ とは、 どうい う脈絡

になるだろ うか。そ の判断のため、先 に 日本

の改革の特徴 を見 てお く必要があ る。
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明治維新は、一種 の暴力革命 だったが、敗

戦後 の民選、官選を争 った我が国内政の構造

改革 は、先進資本主義 の国の中では、 フラン

スに似 た歩み を進め ようとしていた。残念 な

が ら、 フラ ンスはその まま正道 を歩いて成功

したが、我が 国は横道 ・ウラの道 に入 り込ん

で停滞 した。

先進国では、一人 ひと りの生活 の安心安全

こそが、政治 の 目標 にな り、物質 だけで な く

精神 も時間 も豊か な国民生活 を実現す るので、

そのためのシステムは、必然 的に地方分権 に

な り、連邦制 に向か う。

欧州では、 ナポ レオン以来の中央集権で有

名 だったフランスです ら、その ままではい ら

れなか った。 フラ ンス は、第二次大戦末期 に

県 とコ ミュー ンに18の 州 をか ぶせ、官選 の

州長官 を置 くところが ら戦後の地方改革がス

ター トした。戦後になる と、戦後復興 の国の

活動管 区にな り、州 と呼 ばれ るようにな り、

1969年 には大幅 な権 限 と自治組 織 を もつ地

方団体化 をはか ろうとしたが、国民投 票で破

れた。フラ ンス は、 これを教訓 に して 目立た

ない改革 を積み重 ね、つ いに、1982年 には、

民選州 を置 き、先進資本主義 の体制 に近づい

たのだ。

欧米先進国に比べ ると、いつ も遅れて出発

す る 日本ではあるが、ブ ロックの 出先機関 を

置 く発想では、フランスにそ う遅 れをとって

いなか った。 首都一極集中の是正、地方振興

を意識 して きた ことにもそ う違 いはない。 フ

ラ ンスの ように、戦時の末期 には地方総監府

の経験が あ り、官選 の州 をお く発想 もあった

が、 占領軍が強行 した民選都 道府県 を一挙 に

26■ 都市問題/第99巻 ・第10号2008年10月 号
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廃止 しようとしてつ まつ いたのである。 その

つまづ きの原 因は、ステ ップ ・バ イ ・ステ ッ

プの民主社会 の常道 に目がいかず、上か らの

強行 を思い立 ったか らであろ う。

この ように して、 フランスに近 い道筋 を通

りそこねた 日本 は、 オモテ街道 をあ きらめて

ウラ街道 に舵 を切 り、時が経つにつれて大 き

くそれてい くのである。各府省庁 は競争 して

ブロックに官選出先機 関をお くようになった

が、フラ ンスの ように、経済再生のための統

一の活動管 区にはな らなか った。そ して、民

選都道府県 の方 は、機関委任事務 をかぶせ ら

れ、補助金や各種の規制の網 を張 り巡 らされ、

中枢人事 も押 さえ られ るようになった。そ う

した状況は第1次 分権改革 を経 てなお残 され

てお り、今 日の硬直衰微の状態 はその ままに

なってい るのである。

轟

こうした経過 を踏 まえる と、道州制へ の道

は、基本法 を創 って実施を迫 る とい うような、

お上任せ に近 い道では ないこ とが わかる。

改革推 進委が、都道府県に直接攻め込む こ

とな く、基礎 自治体の基礎 地方政府化 による

間接の攻め方を優先 させ、国に対 しては、本

府省庁 を迂回 して、 出城の攻略に向かお うと

しているのは、論 より証拠 に拠 るか らであろ

う。

また、改革推進委は、出先機関の攻め方 と

して、「国の 出先 機関の改 革の基本方 向(第

1次 勧 告の第5章)」 に より、「行政 の重複 を

徹底 して排 除」 し、「国 と地方 を通 じた行 政

の簡素 化 及 び効率化 」 をはか るた め に、事

務 ・権限 を4つ に仕分 け して検討す る として

い る。 と りあ えず は、「簡素 化 ・効 率化」で

ある。 これ な ら官僚 も乗 るか と、その4つ を

見る と、重複型、分担型 、関与型、国専型で

あ る。 しか し、それだけではす まない ことは、

この うち、例 として、重複型 を見 るだけで も

わかるのである。その例示 に民 間に対す る助

成 ・支援 がある。 しか し、かかる施策 を とら

えて単純に 「重複」 とい えるか とい うと、そ

うで はない。同 じに見 える行為で も、別々の

政府 なら行政 目的に違 いが あるか もしれない

し、仮 に 目的が同一 で も助成 ・支援対象が特

殊 であれば、助成 ・支援 というその外 見は一

緒で も、実質 は重複 している とは言 えな くな

るか もしれない。す なわち、論理学上の類 ・

種の問題になる。種差が厳然 としていれ ば、

重複 とは言いに くい面が出て くる。 というこ

とは、出城だけでは片付か ない とい うこ とを

意 味 す る。解 決 に は、「類 ・種 」の 「類」の

検討が要 り、本府省庁 を含め、その政策 自体

を国に置 くか、地方 政府 にお くかの議論 は避

けて通れ ない。その際、受 け皿が現行都府 県

では難 しいこと も明白である。改革推進委 も

別の ところで、「地方分権 改革 とは、本来、

現在国が行 っている事務 ・権 限 とそれに伴 う

責任の主体 を大 きく国か ら地方 自治体へ と切

り換 えてい こうとす る取組みである(第1次

勧告)」 とする。

改革推進委は、 この作業 を通 じて、 もう一

つ 未来 につ なが る可能性 を残 してい る。

出先機 関に存在する事務 ・権 限を整理 して

い くと、本府省庁 にもどす か、他の残存 を許

され る出先機 関に移 されるか、それ とも、「府

省 を超えた総合 的な出先機 関」 を検討す るか

としている。これは、後 に述べ る道州制への

道の うち、道州制特 区による、ステ ップ ・バ

イ ・ステ ップの歩 みを進め るときに遭遇す る、

大事 な機関 になる可能性 を秘めてい る。

道州制 を見据えた出先機関改革(金子)■27



● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

を こ 府

都府県が これか らも何 もしないで、ある 日

突然、国の基本法で動か されるのを待つ こと

が、民主主義の下での民主的な統治構造の構

築 にな じまないこ とは明 らかである。 この道

を選んだ ときの土壇場で、地域 に住 む主権者

国民が どうなるか、見 えるような気がす る。

現行法の範囲内で、少 しで も前 向 きな選択

を し、官民一体 、道州制への道 を一歩 で も歩

き出す ことが、 目下の急務で ある。

都道府県が、今促 されているの は、事務 ・

権 限の基礎 自治体への移譲 である。多少の進

みを見せ ているところもあるが、全般 には低

調 で あ る。 そ こで、改革推 進委 も、 「都 道府

県か ら市 町村へ の権 限移 譲 の法制化 の推 進

(第1次 勧告)」 を視野 に入れているが、 自発

的 に動 きを起 こす のが、本道のはず である。

しか し、そ うい うと、従来、基礎 自治体 の中

に弱す ぎるところがあって、事務 ・権 限を移

せ ない と言 う逃げ道があったが、改革推進委

は、 その第1次 勧告 の 中で、 「地方 自治体相

互の協議 ・調整 ・連携 、地方 自治体 による共

同処 理」 を念頭 に事務 ・権限の移譲 を促進す

ることを言い出 している。当然の成 り行 きで

あ る。 ここで、 この ような考 え方が、都府県

間にもあ り得 るとい うヒン トが生 まれる。 国

か らの受 け入れのためだけで な く、 これが今、

停滞 してい る道州制特 区の進め方 にも応用 で

きるのであ る。

道州制特 区推進法は、道州制 に転換する地

方 の直前 の態勢 をスムーズに運 ぶため に、現

行制 度に道州制特 区をかぶせ、 その実践 を通

じて、地方 に住 む主権者国民 の意欲 を高め よ

うとす るものであ り、北海道が先行 してい る

が、「道 州制 ビジ ョン懇 談会(以 下 「ビジ ョ

ン懇」 とい う)」 が提 言す る ように、内 地の

各都府県 の参加 を、3以 上 の都府 県の合 併 に

限定 しているため、ほ とん ど参加不能 になっ

てい る。当た り前であ る。合併 がで きる とき

は州 を創 れる ときである。道州制特 区は、な

か なか州 を創 る ところまでいかないか ら、道

州 に至 る事前の仕組 みを用意す る。その実践

を通 じて地域 に住む主権者国民の意志 を喚起

し、スムース に、民主的な方法で民主的な地

方政府 を創 ろうとする ものである。その前提

に合併が な じまないのは考えればす ぐわか る

ことである。 ビジ ョン懇は 「中間報告(2008

年3月24日)」 でこれ を指摘 し、 この矛盾 は

早期 に解 消 されなけれ ばならない として法改

正 を提言 している。

この際、改革推進委 が、「地 方 自治体 相互

の協議 ・調整 ・連携、地方 自治体に よる共 同

処理」 の方法 を分権改革促進のための視 野に

入れて見せ たのは、奥深 い示唆 を与 えるもの

である。 これを都府県 に応用す る と、広域 行

政 に関 し、数都府県 にまたが る地方協議会 ・

共同執行体 を構成す ることに よって、 これ を

道州制特 区推進法 でい う特 定広域 団体 にす る

法改正 を実現 し、北海道以外 の都府県が乗 る

可能性が開けて くる。道州制特区 も早期 に動

き出せ るようになる。九州 ・沖縄 ・関西 な ど

より、その要望はすでに出されているのだ。

こうして、特区 を導入す るところ、 しない

ところが でて くる。やが て、道州制の全国一

斉ス ター トの時が きた とす る と、その段 階で

は、道州制特 区があ って、スムース に民選道

州 に移行 で きる ところと、バ ラバ ラ したまま

未だ特区 を作 り得 ないで きた都府県が混在す

る風景が生 まれる。その とき、で きない とこ

ろを束ね る主体 に、改革推進委 が検討 を進め

28■ 都市問題/第99巻 ・第10号2008年10月 号
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ることに している 「府省 を超 えた総合的 な出

先機関」が浮上す るシナ リオ も検討対象 にな

って くるであろ う。 この段 階で、民選州 と官

選州の混在が しば らく続いた として も、官選

下の主権者国民 は周 囲に刺 激 されるはずだ し、

遠からず住民投票 によ り、正攻法 で 日本の統

治構 造の全面転換が可能 になる と想像 される。

そ ういえば廃 藩置県 もそ うだった。時 をか け

て現行の姿にこ ぎ着 けた。そ うす るこ とによ

って、 日本全体が、先進資本主義 国ではふつ

うになっている体制 になれ るのである。
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